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別記様式（別紙書式甲の（注） 1、別紙書式乙、丙の（注）、別紙書式戊の（注） 1関係、別紙書式辛の（注）関係）

1 森林整備地域活動支援対策事業等

様式 l

平成 年度森林整備地域活動支援対策事業等の内容及び経費の配分総括表

（単位：円）

経 費 内 訳

事 業費
補助事業等に

国庫補 市町村 その他
区 分 要する経費 都道府県負担金 備考

助金等 負担金 負担金

(A) + (B) + (C) + (D) (A) + (B) (A) (B) (C) (D) 

森林整備地域活動支援対策事業

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業 4 285, 000 4, 285, 000 2 142. 000 2 143 000 

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林情報緊急整備事業

林業就業促進資金造成費補助事業

林業・木材産業改善資金造成費補助事業

林業普及指導事業 I 

日本型フォレスター活動・育成支援事業

A口、 計



， ， 
様式 lの付

3 森林病害虫等防除事業

補助事業に要す 経 費 内 訳

事業費
る（補助事業に

県（都道府）
区 分 数量 （円）

要した）経費 国庫補助金
負担金

市町村負担金 その他負担金 ｛荷 考

（円）
（円）

（円）
（円） （円）

(A) + (8) + (C) + (D) (A)+ (B) (A) (B) (C) (D) 

森林病害虫等駆除Vi ／／  I, 000, 000 I, 000, 000 500, 000 500, 000 
～ 

命令等に係るもの l払 I, 000, 000 I, 000, 000 500, 000 500, 000 ／ ／  
松くい虫駆除賀

奨励に係るもの

その他松くい虫駆除費 ／ ／  

その他森林病害虫等駆除費

防除に関する事務t't

森林病害虫等の駆除に関する事務費
（奨励防除に係るものを除く。）

奨励防除に関する事務費

防除に附帯する事業費 3, 285, 000 3, 285, 000 I, 642, 000 I, 643, 000 

計 4, 285, 000 4. 285, 000 2. 142, 000 2, 143, 000 

（注） l 「松くい虫防除事業計画」、 「森林病害虫等（松くい虫を除く。）防除事業計画J及び「防除に附帯する事業計画」を添付すること。

2 「命令等に係るもの」とは防除法第5条第2項の規定による命令により受命者が行う防除、防除法第5条第3項の規定による命令により受命者が行う防除、防除法第5条第 1項の
規定による防除法第3条第 1項の命令により受命者が行う防除、防除法第7条第1項の規定による森林害虫防除員の指示により受命者が行う防除及び防除法第5条第4項において準
用する防除法第4条第 1項の規定により都道府県知事が行う防除をいう。

3 「奨励に係るもの」とは、松くい虫被害対策自主事業計画に基づき松林所有者等が行う防除をいう。

4 防除に関する事務費については、備考欄に地方自治法施行規則第 15条の別記による節に区分して記入すること。

5 防除に関する事務費の算出基礎に備品購入がある場合は、備品名、数量及び金額を備考欄に記載すること。



森林病害虫等防除事業明細表

(1）松くい虫防除事業計画

防除方法 区 分

命令等に係るもの

樹幹注入 奨励に係るもの

計

命令等に係るもの

奨励に係るもの

命令等に係るもの

奨励に係るもの

計

命令等に係るもの

奨励に係るもの

J十

命令等に係るもの

合計 奨励に係るもの

計

数 量

戸号内

ち2

戸'IB['¥

(.;, J' 

275 

275 

， ， 
事業費

負担区分

（円） 国庫補助金 県（都道府）負担金 市町村負担金 その他負担金
備 考

（円） （円） （円） （円）

I. 000, 000 500, 000 500, 000 

I. 000, 000 500, 000 500, 000 

1, 000, 000 500, 000 500. 000 

I. 000, 000 500, 000 500, 000 

（注） l防除方法欄は、伐倒（薬剤散布型 1種）駆除、伐倒（薬剤散布型2種（林内処理））駆除、伐倒（薬剤散布型2種（搬出処理））駆除、伐倒（くん蒸型 1種）駆除、伐
倒（くん蒸型2種（林内処理））駆除、伐倒（くん蒸型2種（搬出処理））駆除、伐採跡地駆除、伐採木等駆除、枯損幼齢木駆除、特別伐倒（破砕 1種）駆除、特別伐
倒（破砕2種（一般搬出））駆除、特別伐倒（破砕2種（林内散布））駆除、特別伐倒（破砕2種（ヘリ搬出））駆除、特別伐倒（全木焼却）駆除、補完伐倒 (1種）
駆除、補完伐倒（ 2種）駆除、薬剤防除（特別防除）、薬剤防除（地上散布（一般散布））、薬剤防除（地上散布（無人ヘリコプタ一散布））、薬剤防除（地上散布
（スプリンクラ一散布））、樹幹注入、薬剤散布（被害拡大未然防止対策緊急防除）に区分する。

2数抵の単位は、枯損幼齢木駆除、薬剤防除（特別防除、地上散布）にあっては「haJ、伐採跡地駆除にあっては「aJ、樹幹注入にあっては「本J （立木本数）、それ
以外の駆除及び防除にあっては「nfJとする。

3備考欄に、害虫等名別、防除方法別に積算根拠を記入すること。



， ， 
( 4）防除に附帯する事業計画

事業費
補る助（事補業助事に業要すに 経 費 内 訳

区 分 数量
（円） 要した）経費 国庫（補円）助金 県（都道府）負担 市町村（円負）担金 その他（円負）担金 鮒i 考

金

(A) + (B) + (C) + (D) (A)+ (B) (A) (B) (C) (D) 

被害防止対策事業

都道府県が実施主体のもの

都道府県以外が実施主体のもの

被害監視事業

都道府県が実施主体のもの

都道府県以外が実施主体のもの

薬剤防除自然環境等影響調査事業

都道府県が実施主体のもの 3, 285, 000 3, 285, 000 1, 642, 000 1. 643, 000 

都道府県以外が実施主体のもの

1口』 計 3, 285, 000 3, 285 000 1, 642, 000 1. 643, 000 

（注） 特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布）により行う場合は、その旨を明記すること。



③薬剤防除自然環境等影響調査事業

ア定点追跡調査

調査定点所在地
薬剤散布地域

薬剤無散布地域

調査内容

(1) 環境条件調査

(2) 自然環境等に及ぼす影響調査

(3) その他

， ， 
宮崎市、延岡市、新富町

事業費 （円） 調査実施者

I. 351. 800 岩切環境技研（掬

I. 933, 200 （財）宮崎県環境科学協会

（注） I 調査実施者は、県林業試験場、県00研究所、財団法人00研究所等と具体的に記入すること。

備 考

特別防除 乳剤

特別防除 乳剤

2 備考欄には、関係する防除方法（特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、マイクロカフセル剤、乳剤等を記入する。

キ瀞 j、与さJ,c:nr¥ )- '5'，. ~B f，倒均約（訴は与一？チ14~ (j}.) 
イ街易調査 ” I, 77/,8乃ー I <II I 尽

）ノ希'P''fJ。
検体数

市町村名 散布面積 地点数 事業費 （円） 備考
特別防除実施地区内 特別防除実施地区下流

ha 

計

（注） 備考欄には、関係する防除方法（特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、事業費の積算過程を記入する。

（イ）気中濃度調査

市町村名 散布面積 地点数 検体数 事業費 （円） 備考

ha 

計

（注） 備考欄には、関係する防除方法（特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、事業費の積算過程を記入する。
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鹿．野 道

平成 23年度森林整備地域活動支援対策事業交付金等の交付決定の

通知について

平成 23年 5月 12日付け 24 9 5 5 -1 1 1 3で申請のあった平成 2.3年

度森林整備地域活動支援対策事業交付金等については、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 17 9号。以下「適正化法J と

いう。）第 6条第 1項の規定により、 下記のとおり交付することに決定したの

で、適正化法第 8条の規定により通知する。

1, 

2 

記

補助金等交付の対象となる事業は、平成 23年 5月 12日付け 24 9 5 5 

- 1 1 1 3で申請（以下「申請書J という。）のあった森林整備地域活動支

援対策事業等とし、 その内容は申請書の補助事業等の内容欄記載のとおりと

する。

補助事業等に要する経費及び補助金等の額は、次のとおりである。ただし、

補助事業等の内容が変更された場合における補助事業等に要する経費及び補

助金等の額については、別に通知するところによるものとする。

補助事業等に要する経費 金 31 3' 2 6 5' 0 0 0円

補 助 人
以ム 等 の 額 金 67' 2 7 5' 0 0 0円



3 補助事業等に要する経費の配分及びこの配分された経費の額に対応する補

助金等の額の区分ほ、申請書の経費の配分欄記載のとおりとする。

4 補助金等の確定額は、次の各号により算出した額の合計額とする。

(1) 森林整備地域活動支援交付金

補助守号言に要七だ酋Eヲデ笹費マア実支出額セで官官ヲデ経7費？ピ対応すす柑助金の額

（変更された場合は変更された額とする。）とのいずれか低い額。

(2) 保安林整備管理事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額に 2分の 1を乗じて得た額と、

配分経費に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とす

る。）とのいずれか低い額の合計額。

(3) 森林病害虫等防除事業 綿、川tI {)01) 錦、久 l't~， ooo
① 補助事業者が行う事業については、別表の区分（防除方法別等区分の

あるものについては、防除方法別等区分）ごとの補助事業等に要した配

分経費の実支出額に別表に掲げる率を乗じて得た額と、 3の配分経費に

対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）と

のいずれか低い額の合計額。

② 間接補助事業者が行う事業については、別表の区分（防除方法別等区

分のあるものについては、防除方法別等区分）ごとの補助事業等に要し

た配分経費の実支出額に 3分の 2 （北海道の、のねずみにあっては 4分

の 3）を乗じて得た額と、これに対応する間接補助事業に要した実支出

(.J 

額に別表に掲げる率を乗じて得た額の区分別の合計額と、 3の配分経費 併

に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）と

のもっとも低い額の合計額。

③ 防除に関する事務費については、別表の区分ごとの補助事業等に要し

た配分経費の実支出額に 2分の lを乗して得た額と、 3の配分経費に対

応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）との

いずれか低い額の合計額。

(4) 森林資源地方公共団体管理費補助事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額に 2分の 1を乗じで得た額と、

配分経費に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とす

る。）とのいずれか低い額ω合計額。



． 
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3 補助事業等に要する経費の配分及びこの配分された経費の額に対応する補

助金等の額の区分は、申請書の経費の配分欄記載のとおりとする。

4 補助金等の確定額は、次の各号により算出した額の合計額とする。

(1) 森林整備地域活動支援交付金

補努事業Iご要・cた配す経費マア実支出額っとて1古グ産委Iご対応すぢ檎助金命額

（変更された場合は変更された額とする。）とのいずれか低い額。

(2) 保安林整備管理事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額に 2分の 1を乗じて得た額と、

配分経費に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とす

る。）とのいずれか低い額の合計額。

(3) 森林病害虫等防除事業 棚、川1D01) i錦、り'f-~， ooo
① 補助事業者が行う事業についでは、別表の区分（防除方法別等区分の

あるものについては、防除方法別等区分）ごとの補助事業等に要した配

分経費の実支出額に別表に掲げる率を乗じて得た額と、 3の配分経費に

対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）と

のいずれか低い額の合計額。

② 間接補助事業者が行う事業については、別表の区分（防除方法別等区

分のあるものについては、防除方法別等区分）ごとの補助事業等に要し

た配分経費の実支出額に 3分の 2 （北海道の、のねずみにあっては 4分

の 3）を乗じて得た額と、これに対応する間接補助事業に要した実支出

額に別表に掲げる率を乗じて得た額の区分別の合計額と、 3の配分経費

に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）と

のもっとも低い額の合計額。

③ 防除に関する事務費については、別表の区分ごとの補助事業等に要し

た配分経費の実支出額に 2分の 1を乗して得た額と、 3の配分経費に対

応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）との

いずれか低い額の合計額。

(4) 森林資源地方公共団体管理費補助事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額に 2分の lを乗じで得た額と、

配分経費に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とす

る。）とのいずれか低い額の合計額。

（’a、

a、
( 
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道聖子鹿農林水産大臣

平成 23年度森林整備地域活動支援対策事業交付金等の交付決定の

通知について

~ 

平成 23年 5月 12日付け 24 9 5 5 -1 1 1 3で申請のあった平成 2.3年

度森林整備地域活動支援対策事業交付金等については、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 17 9号。以下「適正化法j と

下記のとおり交付することに決定したの

で、適正化法第 8条の規定により通知する。

寸巳＝＝ロ

いう。）第 6条第 1項の規定により、

補助金等交付の対象となる事業は、平成 23年 5月 12日付け 24 9 5 5 

- 1 1 1 3で申請（以下「申請書j という。）のあった森林整備地域活動支

援対策事業等とし、その内容は申請書の補助事業等の内容欄記載のとおりと

1, 
~ 
＼ 

する。

補助事業等に要する経費及び補助金等の額は、次のとおりである。ただし、

補助事業等の内容が変更された場合における補助事業等に要する経費及び補

助金等の額については、別に通知するところによるものとする。

2 

0 0 0円

0 0 0円

金 313, 265, 

2 7 5' 金 67' 

補助事業等に要する経費

額の等金助補



(5) 林業就業促進資金造成費補助事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額と、これに・対応する間接補助

事業等に要した実支出額に 3分の 2を乗じて得た額と、配分経費に対応する

補助金等の額（変更された場合は変更された額とする。）との最も低い額の

合計額。

(6) 林業普及指導事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額と配分経費に対応する交付金

の額（変更された場合は変更された額とする。）とのいずれか低い額．の合計

額。

なお、本事業は伴聞を通した実施が必要な事業であることから、事業着手

恥 日は 4月 1日とし、事業着手日以降の経費について交付金の交付対象経費と

、F

する。

(7) 日本型フオレスター活動・育成支援事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額と配分経費に対応する補助金

の額（変更された場合は変更された額とする。）とのいずれか低い額の合計

額。

(8) 林業・木材産業改善資金造成費補助事業

補助事業等に要した配分経費ごとに、当該年度に都道府県が一般会計から

特別会計に繰り入れる金額の 2倍に相当する金額又は配分経費に対応する補

助金等の額（変更された場合は変更された額）。

5 補助事業者は、森林法（昭和 26年法律第 24 9号）、適正化法、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 25 5 

号。以下「適正化法施行令」といわ）、農林畜水産業関係補助金等交付規

則（昭和 31年農林省令第 18号）、林業関係事業補助金等交付要綱（昭和

4 7年 8月 11日付け 47林野政第 64 0号。以下「交付要綱Jという。）

森林整備地域活動支援交付金実施要領（平成 14年 3月 29日付け 13林政

企第 11 8号農林水産事務次官依命通知）、保安林整備管理事業実施要領の

制定について（昭和 53年 8月 22日付け 53林野治第 18 8 3号）、地域

森林計画編成事業実施要領の制定について（平成 12年 5月 8日付け 12林

野計第 18 7号）、市町村森林情報緊急整備事業実施要領の制定について

（平成 23年 4月 1日付け 22林整計第 29 2号）及び森林病害虫等防除事

業実施要領（昭和 57年 4月 5日付け 57林野保第 12 2号）、林業生産流



通総合対策基本要綱（平成 10年 4月8日付け 10林野政第 24 0号農林水

産事務次官依命通知。以下「基本要綱Jという。）、林業生産流通総合対策

事業実施要領（平成 10年 4月 8日付け 10林野政第 24 1号農林水産事務

次官依命通知。以下「実施要領」という。）、林業普及指導推進要綱（平成

1 7年 3月 30日付け 1.6林整研第 16 9号）、林業普及指導事業実施要領

（昭和 58年 4月 4日付け 58林野普第 80号）及び日本型フオレスター活

動・育成支援事業実施要領（平成 23年 4月 1日付け 22林整研第 91 0 

号）に従わなければならない。

6 補助金等の交付条件は、前記 5に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産につい

ては、補助事業完了後においても、農林水産大臣が別に定める期間内は善 (.J 

良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従つ

て使用し、その効率的な運営を図らなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産のうち

交付要綱第 11に定める財産及び適正化法施行令第 13条に定めるその他

の財産については、農林水産大臣が別に定める期間内において、農林水産

大臣の承認を受けて処分したことにより、収入のあったときは、当該収入

の全部又は一部を国に納付させることがある。

(3) 補助事業者は、実績報告（適正化法第 14条の規定による報告をいう。

以下同じ。）を行うに当たって、各事業主体の当該補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消

費税法（昭和 63年法律第 10 8号）に規定する仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25年法律第 22 

6号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗

じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかにな

った場合にはjこれを補助金額から減額して報告しなければならない。

(4) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告によ

り各事業主体の当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した

場合には、交付要綱別紙書式戊によりその金額（実績報告において前記

(3）により減額した事業については、その金額が減じた額を上回る部分の金

額）を速やかに農林水産大臣に報告するとともに、農林水産大臣の返還命

令を受けて、これを返還しなければならない。

(.J 



、v

、

(5) 補助事業者は、間接補助金等の交付に際しては、間接補助事業者に対し、

次に掲げる条件を付さなければならない。

① 間接補助事業者は、この補助金等に係る森林法、適正化法、適正化法

施行令、交付要綱及び関係する事業の要領に従うべきこと。

② 間接補助事業者は、この補助金等に係る収入及び支出を明らかにした

ー聴講を備え、かつ当該収入及び支出についての在斑警頚又は証拠物吾、

間接補助事業終了の翌年度から起算して 5カ年間整備保管しなければな

らないこと。

ただし、間接補助事業により取得し又は効用の増加した財産、で処分制

限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、

補助金等の額、取得時期、処分制限期間及び処分状況等その他財産管理

に必要な事項を記載した台帳及びその他必要な関係書類を整備保管しな

ければなら怠いこと。

③ 間接補助事業者は、間接補助事業により取得し文は効用の増加した財

産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管

理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図ら

なければならないこと。

④ 間接補助事業者は、③の財産のうち交付要綱第 11に定める財産及び

適正化法施行令第 13条に定めるものであって、減価償却資産の耐周年

数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号。以下「大蔵省令Jと

いう。）に定められている耐用年数に相当する期間（ただし、大蔵省令

仁定めのない財産については、農林水産．大臣が別に定める期間内）にお

いては、補助事業者の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならないこと。

ただし、補助事業等を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、

自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から離資を受ける場

合であって、かつ、その内容（金融機関名、制度融資名、融資を受けよ

うとする金額、償還年数、その他必要な事項）が補助金等交付申請書に

記載されている場合は、補助事業者の承認を受けたものとすること。

⑤ 間接補助事業者が④により、補助事業者の承認を得て財産を処分した

ことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を補助事業者

に納付させることがあること。



⑥ 間接補助事業者は、間接補助金等の交付を申請するに当たって、当該

補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないため、消費税

等相当額を含めて申請した各事業主体については、次の条件に従わなけ

ればならないこと。

（ア） 間接補助事業者は、実績報告を行うに当たって、各事業主体の当該

補坊室等む僚とデ在大打に夜否清賓班等不百当顎万ミ志一り、かつ、その金額

が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければな

らない。

（イ） 間接補助事業者は、実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税

の申告により各事業主体の当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相

当額があることが確定した場合には、交付要綱別紙書式戊によりその

金額（実績報告において前記（3）により減額した事業主体については、

その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに補助事業者に報

告するとともに、補助事業者の返還命令を受けて、これを返還しなけ

ればならない。

⑦ 間接補助事業者が補助事業者から交付された間接補助金等を更に他の

間接補助事業者へ交付する場合l乙おいても、間接補助事業者に付された

・条件と同一の条件を付さなければならないこと。

(6) 補助事業者は、前記（5）の④により承認しようとする場合は、あらかじ

め農林水産大臣の承認を受けなければならない

(7) .補助事業者は、前記（5）の⑤により間接補助事業者か色その収入の一部

に相当する額を収納した場合は、その全部又は一部に相当する額を国に納

付しなければならない。

(8) 農林水産大臣は、補助事業者が農林水産大臣の付した条件に違反した場

合又は間接補助事業者が補崩事業者の付した条件に違反した場合は、補助

事業者に対して補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあ

る。

( .J 

（~ 



別表

区 分 防除方法別等区分 国の補助率

特別伐倒駆除

伐倒駆除

一一 補完伎倒駆除 ．同

伐採跡地駆除

命令等に係るもの
伐採木等駆除

1/2 
松 枯損幼齢木駆除

く 薬剤防除（特別防除）

し、 薬剤防除（地上散布）

、，
虫

薬剤散布（被害拡大未然防止対策緊急防除）

方対気之立

万ヲ対k立 駆

樹幹注入

－特別伐倒駆除

林
林 除 伐倒駆除

病
病 費 補完伐倒駆除

害
奨励に係るもの

伐採木等駆除
1/2以内，－三r:コ~ 

薬剤防除（特別防除）
虫

虫 薬剤防除（地上散布）

等
－ゐT孟~

薬剤散布（被害拡大未然防止対策緊急防除）

防
駆 樹幹注入

、 除
その他松くい虫駆除費

伐倒駆除
除

薬剤防除
費

事 伐倒駆除－
からまっ先枯病

業 薬剤駆除

食葉性害虫薬剤駆除
1/2 

たまばえ類薬剤駆除

その他法定森林病害虫駆除費
すぎはだに薬剤駆除

薬剤駆除

ナラ類等せん孔性害虫 全木焼却

予防手法

のねずみ薬剤駆除
北海道 3/8 

その他 1/3 

防除に関する事務費
命令等に係るもの 1/2 

奨励に係るもの 1/2以内



F守 γ 
様式 Iの付

3 森林病害虫等防除事業

補る助（補事た）業助経事に業費要すに
経 費 内 訳

事業費 県負（都道府）
区 分 数量 （円）

要し
国庫（補円助）金 担金

市町村負担金 その他負担金 備 考

（円） （円）
（円） （円）

(A)+ (B) + (C) + (D) (A)+ (B) (A) (B) (C) (D) 

森林病害虫等駆除費 ／ ／  /i~ooo,ooo /1,000,000 / 500, 000 /500, 000 

命令等に係るもの 14rrf パ000,00与 パ，000,000 ;500,00~ る。。。。 ／／  
松くい虫駆除費

／ 

奨励に係るもの

その他松くい虫駆除費 ／ ／  

その他森林病害虫等駆除費

防除に関する事務費

森林病害虫等の駆除に関する事務費
（奨励防除に係るものを除く。）

奨励防除に関する事務費

防除に附帯する事業費 ／口氏0叱〆／弘 285,00~ /1.642,000 メ，643,000 ... 
/ 

計 ／ι285,000. / 4, 285, 000 • //  2, 142, 000 ~ ν／ 2, 143, 000・

（注） 1 「松くい虫防除事業計画J、 「森林病害虫等（松くい虫を除く。）防除事業計画」及び「防除に附帯する事業計画Jを添付すること。

2 「命令等に係るもの」とは防除法第5条第2項の規定による命令により受命者が行う防除、防除法第5条第3項の規定による命令により受命者が行う防除、防除法第5条第1項
の規定による防除法第3条第1項の命令により受命者が行う防除、防除法第7条第1項の規定による森林害虫防除員の指示により受命者が行う防除及び防除法第5条第4項におい
て準用する防除法第4条第1項の規定により都道府県知事が行う防除をいう。

3 「奨励に係るものJとは、松くい虫被害対策自主事業計画に基づき松林所有者等が行う防除をいう。

4 防除に関する事務費については、備考欄に地方自治法施行規則第15条の別記による節に区分して記入すること。

5 防除に関する事務費の算出基礎に備品購入がある場合は、備品名、数量及び金額を備考欄に記載すること。

γをで也弘.~妥 1、必 f，初公ーす、 ＼ 
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農林水産大臣

2 3林政政第 11 6号

平成 2 3年 6月 1 日

鹿 里子 道
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平成 23年度森林整備地域活動支援対策事業交付金等の交付決定の

通知について

平成 23年 5月 12日付け 24 9 5 5 -1 1 1 3で申請のあった平成 2.3年

度森林整備地域活動支援対策事業交付金等については、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 17 9号。以下「適正化法」 と

いう。）第 6条第 1項の規定により、下記のとおり交付することに決定したの

で、適正化法第 8条の規定により通知する。

1. 

2 

記

補助金等交付の対象となる事業は、平成 23年 5月 12日付け 24 9 5 5 

- 1 1 1 3で申請（以下「申請書J という。）のあった森林整備地域活動支

援対策事業等とし、 その内容は申請書の補助事業等の内容欄記載のとおりと

する。

補助事業等に要する経費及び補助金等の額は、次のとおりである。ただし、

補助事業等の内容が変更された場合における補助事業等に要する経費及び補

助金等の額については、別に通知するところによるものとする。

補助事業等に要する経費 金 31 3' 2 6 5' 0 0 0円

補 助 人
以ム 等 の 額 金 67' 2 7 5' 0 0 0円



3 補助事業等に要する経費の配分及びこの配分された経費の額に対応する補

助金等の額の区分ほ、申請書の経費の配分欄記載のとおりとする。

4 補助金等の確定額は、次の各号により算出した額の合計額とする。

(1) 森林整備地域活動支援交付金

I甫肪事業－~·て要一じだ配ヲテ了管費－([5実支町額芝て一配分合費l亡対－r,古す呑補ー助金の額

（変更された場合は変更された額とする。）とのいずれか低い額。

(2) 保安林整備管理事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額に 2分の lを乗じて得た額と、

配分経費に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とす

る。）とのいずれか低い額の合計額。

(3) 森林病害虫等防除事業

① 補助事業者が行う事業については、別表の区分（防除方法別等区分の

あるものについては、防除方法別等区分）ごとの補助事業等に要した配

分経費の実支出額に別表に掲げる率を乗じて得た額と、 3の配分経費に

対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）と

のいずれか低い額の合計額。

② 間接補助事業者が行う事業については、別表の区分（防除方法別等区

分のあるものについては、防除方法別等区分）ごとの補助事業等に要し

た配分経費の実支出額に 3分の 2 （北海道の、のねずみにあっては 4分

の 3）を乗じて得た額と、これに対応する間接補助事業に要した実支出

司，

額に別表に掲げる率を乗じて得た額の区分別の合計額と、 3の配分経費 '-' 

に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）と

のもっとも低い額の合計額。

③ 防除に関する事務費については、別表の区分ごとの補助事業等に要し

た配分経費の実支出額に 2分の 1を乗して得た額と、 3の配分経費に対

応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）との

いずれか低い額の合計額。

(4) 森林資源地方公共団体管理費補助事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額に 2分の lを乗じて得た額と、

配分経費に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とす

る。）とのいずれか低い額の合計額。



(5) 林業就業促進資金造成費補助事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額と、これに対応する間接補助

事業等に要した実支出額に 3分の 2を乗じて得た額と、配分経費に対応する

補助金等の額（変更された場合は変更された額とする。）との最も低い額の

合計額。

(6) 林業普及指導事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額と配分経費に対応する交付金

の額（変更された場合は変更された額とする。）とのいずれか低い額の合計

額。

なお、本事業は伴聞を通した実施が必要な事業であることから、事業着手、日は 4月 1日とし、事業着手日以降の経費について交付金の交付対象経費と

する。

、

(7) 日本型フオレスター活動・育成支援事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額と配分経費に対応する補助金

の額（変更された場合は変更された額とする。）とのいずれか低い額の合計

額。

(8) 林業・木材産業改善資金造成費補助事業

補助事業等に要した配分経費ごとに、当該年度に都道府県が一般会計から

特別会計に繰り入れる金額の 2倍に相当する金額又は配分経費に対応する補

助金等の額（変更された場合は変更された額）。

5 補助事業者は、森林法（昭和 26年法律第 24 9号）、適正化法、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 25 5 

号。以下「適正化法施行令」という占）、農林畜水産業関係補助金等交付規

則（昭和 31年農林省令第 18号）、林業関係事業補助金等交付要綱（昭和

4 7年 8月 11日付け 47林野政第 64 0号。以下「交付要綱」という。）、

森林整備地域活動支援交付金実施要領（平成 14年 3月 29日付け 13林政

企第 11 8号農林水産事務次官依命通知）、保安林整備管理事業実施要領の

制定について（昭和 53年 8月 22日付け 53林野治第 18 8 3号）、地域

森林計画編成事業実施要領の制定について（平成 12年 5月 8日付け 12林

野計第 18 7号）、市町村森林情報緊急整備事業実施要領の制定について

（平成 23年 4月 1日付け 22林整計第 29 2号）及び森林病害虫等防除事

業実施要領（昭和 57年 4月 5日付け 57林野保第 12 2号）、林業生産流



通総合対策基本要綱（平成 10年4月8日付け 10林野政第 24 0号農林水

産事務次官依命通知。以下「基本要綱j という。）、林業生産流通総合対策

事業実施要領（平成 10年 4月 8日付け 10林野政第 24 1号農林水産事務

次官依命通知。以下「実施要領Jという。）、林業普及指導推進要綱（平成

1 7年 3月 30日付け 1.6林整研第 16 9号）、林業普及指導事業実施要領

（昭和 58年 4月 4日付け 58林野普第 80号）及び日本型フォレスター活

動・育成支援事業実施要領（平成 23年4月 1日付け 22林整研第 91 0 

号）に従わなければならない。

6 補助金等の交付条件は、前記 5に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産につい

ては、補助事業完了後においても、農林水産大臣が別に定める期間内は善 .J 

良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従つ

て使用し、その効率的な運営を図らなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産のうち

交付要綱第 11に定める財産及び適正化法施行令第 13条に定めるその他

の財産については、農林水産大臣が別に定める期間内において、農林水産

大臣の承認を受けて処分したことにより、収入のあったときは、当該収入

の全部又は一部を国に納付させることがある。

(3) 補助事業者は、実績報告（適正化法第 14条の規定による報告をいう。

以下同じ。）を行うに当たって、各事業主体の当該補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消

費税法（昭和 63年法律第 10 8号）に規定する仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25年法律第 22 

6号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗

じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかにな

った場合にはjこれを補助金額から減額して報告しなければならない。

(4) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告によ

り各事業主体の当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した

場合には、交付要綱別紙書式戊によりその金額（実績報告において前記

(3）により減額した事業については、その金額が減じた額を上回る部分の金

額）を速やかに農林水産大臣に報告するとともに、農林水産大臣の返還命

令を受けて、これを返還しなければならない。

.i 
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(5) 補助事業者は、間接補助金等の交付に際しては、間接補助事業者に対し、

次に掲げる条件を付さなければならない。

① 間接補助事業者は、この補助金等に係る森林法、適正化法、適正化法

施行令、交付要綱及び関係する事業の要領に従うべきこと。

② 間接補助事業者は、この補助金等に係る収入及び支出を明らかにした

ー寝薄を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を了

間接補助事業終了の翌年度から起算して 5カ年間整備保管しなければな

らないこと。

ただし、間接補助事業により取得し又は効用の増加した財産、で処分制

限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、

補助金等の額、取得時期、処分制限期間及び処分状況等その他財産管理

に必要な事項を記載した台帳及びその他必要な関係書類を整備保管しな

ければなら怠いこと。

③ 間接補助事業者は、間接補助事業により取得し又は効用の増加した財

産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管

理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図ら

なければならないこと。

④ 間接補助事業者は、③の財産のうち交付要綱第 11に定める財産及び

適正化法施行令第 13条に定めるものであって、減価償却資産の耐周年

数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号。以下「大蔵省令Jと

いう。）に定められている耐周年数に相当する期間（ただし、大蔵省令

に定めのない財産については、農林水産．大臣が別に定める期間内）にお

いては、補助事業者の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならないこと。

ただし、補助事業等を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、

自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場

合であって、かつ、その内容（金融機関名、制度融資名、融資を受けよ

うとする金額、償還年数、その他必要な事項）が補助金等交付申請書に

記載されている場合は、補助事業者の承認を受けたものとすること。

⑤ 間接補助事業者が④により、補助事業者の承認を得て財産を処分した

ことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を補助事業者

に納付させることがあること。



⑥ 間接補助事業者は、間接補助金等の交付を申請するに当たって、当該

補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないため、消費税

等相当額を含めて申請した各事業主体については、次の条件に従わなけ

ればならないこと。

（ア） 間接補助事業者は、実績報告を行うに当たって、各事業主体の当該

補助査委苧Iご傑を「仕つ庁CTご採石消費税等不日吉額亦あり、かつ、その金額

が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければな

らない。

（イ） 間接補助事業者は、実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税

の申告により各事業主体の当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相

当額があることが確定した場合には、交付要綱別紙書式戊によりその

金額（実績報告において前記（3）により減額した事業主体については、

その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに補助事業者に報

告するとともに、補助事業者の返還命令を受けて、これを返還しなけ

ればならない。

⑦ 間接補助事業者が補助事業者から交付された間接補助金等を更に他の

間接補助事業者へ交付する場合においても、間接補助事業者に付された

条件と同一の条件を付さなければならないこと。

(6) 補助事業者は、前記（5）の④により承認しようとする場合は、あらかじ

め農林水産大臣の承認を受けなければならない。

(7) 補助事業者は、前記（5）の⑤により間接補助事業者からその収入の一部

に相当する額を収納した場合は、その全部又は一部に相当する額を国に納 .J 

付しなければならない。

(8) 農林水産大臣は、補助事業者が農林水産大臣の付した条件に違反した場

合又は間接補助事業者が補助事業者の付した条件に違反した場合は、補助

事業者に対して補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあ

る

.i 



別表

区 分 防除方法別等区分 国の補助率

特別伐倒駆除

伐倒駆除

補完伐倒駆除

伐採跡地駆除

命令等に係るもの
伐採木等駆除

1/2 松 枯損幼齢木駆除

く 薬剤防除（特別防除）

し、 薬剤防除（地上散布）、F
虫

薬剤散布（被害拡大未然防止対策緊急防除）

森
森

樹幹注入

駆
特別伐倒駆除

林
林 除 伐倒駆除

病
病 費 補完伐倒駆除

害 奨励に係るもの
伐採木等駆除

1/2以内ニ戸Eム己コ『

虫
薬剤防除（特別防除）

虫 薬剤防除（地上散布）

等
等

薬剤散布（被害拡大未然防止対策緊急防除）

防
駆 樹幹注入

、’

除
その他松くい虫駆除費

伐倒駆除
除

薬剤防除
費

事 伐倒駆除
からまっ先枯病

業 薬剤駆除

食葉性害虫薬剤駆除
1/2 

たまばえ類薬剤駆除

その他法定森林病害虫駆除費
すぎはだに薬剤駆除

薬剤駆除

ナラ類等せん孔性害虫 全木焼却

予防手法

のねずみ薬剤駆除
北海道 3/8 

その他 1/3 

防除に関する事務費
命令等に係るもの 1/2 

奨励に係るもの 1/2以内
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様式 Iの付

3 森林病害虫等防除事業

補助事業に要す 経 費 内 訳

事業費
る（補助事業に

県（都道府）
区 分 数量 （円）

要した）経費 国庫補助金
負担金

市町村負担金 その他負担金 備 考

（円）
（円）

（円）
（円） （円）

(A)+ (B) + (C) + (D) (A)+ (B) (A) (B) (C) (D) 

森林病害虫等駆除費 ／ ／  /1, 000, 000 /l,000,000 / 500, 000 /500 000 

命令等に係るもの 14ni /i: 000, パ，O肌 000 ;500,oo'l/ ゐ。。。。 ／ ／  
松くい虫駆除費

／ 

奨励に係るもの

その他松くい虫駆除費 ／ ／  

その他森林病害虫等駆除費

防除に関する事務費

森林病害虫等の駆除に関する事務費
（奨励防除に係るものを除く。）

奨励防除に関する事務費

防除に附帯する事業費 ／丸 285,0叱 /3, 285, 00少 /},642,000 
〆

メ，643,00Q

言十 /4, 285, 000 / 4, 285, 000 ' / / 2, 142, 000 / / 2, 143, 000 4 

（注） 1 f松くい虫防除事業計画J、 f森林病害虫等（松くい虫を除く。）防除事業計画J及び「防除に附帯する事業計画Jを添付すること。

2 「命令等に係るものJとは防除法第5条第2項の規定による命令により受命者が行う防除、防除法第5条第3項の規定による命令により受命者が行う防除、防除法第5条第1項
の規定による防除法第3条第1項の命令により受命者が行う防除、防除法第7条第 1項の規定による森林害虫防除員の指示により受命者が行う防除及び防除法第5条第4項におい
て準用する防除法第4条第1項の規定により都道府県知事が行う防除をいう。

3 「奨励に係るものJとは、松くい虫被害対策自主事業計画に基づき松林所有者等が行う防除をいう。

4 防除に関する事務費については、備考欄に地方自治法施行規則第 15条の別記による節に区分して記入すること。

5 防除に関する事務費の算出基礎に術品購入がある場合は、備品名、数量及び金額を備考欄に記載すること。
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森林病害虫等防除事業明細表

( 1）松くい虫防除事業計画

事業費
負担区分

防除方法 区 分 数 量 備 考
（円） 国庫補助金 県（都道府）負担金 市町村負担金 その他負担金

（円） （円） （円） （円）

命令等に係るもの 1 4 ni /'l, 000, 000,.....1 / 500, 000 /500, 000 _,, 

樹幹注入 奨励に係るもの

／ 
計 1 4 ni ノ，000,000/ /500,000 /500,000 

.t( 

命令等に係るもの

奨励に係るもの

計

命令等に係るもの

奨励に係るもの

言十

命令等に係るもの

奨励に係るもの

計

命令等に係るもの 1 4 ni /i, 000, 000 / 500, 000 /' 500, 000 

合計 奨励に係るもの

言十 1 4 rrl /l, 000, 000 / 500, 000 ノb0,000

（注） 1防除方法欄は、伐倒（薬剤散布型 1穏）駆除、伐倒（薬剤散布型2種（林内処理））駆除、伐倒（薬剤散布型2種（搬出処理））駆除、伐倒（くん蒸型 1種）駆除、伐
倒（くん蒸型2種（林内処理））駆除、伐倒（くん蒸型2種（搬出処理））駆除、伐採跡地駆除、伐採木等駆除、枯損幼齢木駆除、特別伐倒（破砕1種）駆除、特別伐
倒（破砕2種（一般搬出））駆除、特別伐倒（破砕2種（林内散布））駆除、特別伐倒（破砕2種（ヘリ搬出））駆除、特別伐倒（全木焼却）駆除、補完伐倒（ 1種）
駆除、補完伐倒（ 2種）駆除、薬剤防除（特別防除）、薬剤防除（地上散布（一般散布））、薬剤防除（地上散布（無人ヘリコプタ一散布））、薬剤防除（地上散布

2数量の単位は、枯損幼齢木駆除、薬剤防除（特別防除、地上散布）にあっては「haJ、伐採跡地駆除にあっては「aJ、樹幹注入にあっては「本J （立木本数）、それ
以外の駆除及び防除にあっては rrrlJ とする。

3備考欄に、害虫等名別、防除方法別に積算根拠を記入すること。
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(4）防除に附帯する事業計画

i補要る助し（補事た業助）事経に要業費すに
経 費 内 訳

事業費

区 分 数量
（円） 国庫補助金 県（都道府）負担金 市町村（円負）担金 その他負担金

備 考
（円） （円） （円）

(A)+ (B) + (C) + (D) (A)+ (B) (A) (B) (C) (D) 

被害防止対策事業

都道府県が実施主体のもの

都道府県以外が実施主体のもの

被害監視事業

都道府県が実施主体のもの

都道府県以外が実施主体のもの

薬剤防除自然環境等影響調査事業 /3; 285, 000 "v fi, 285, 000〆 / l, 642, 000 / __ ), 643, 000 / 特別防除〆
〈

都道府県が実施主体のもの /3, 285, 000 - /3・ 285, 000 / / l, 642, 000 / /t, 643, 000 / 

都道府県以外が実施主体のもの

A口、 計 /3, 285, 000 (3,285,000 / 1, 642, 000 ノ，肌
（注） 特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布）により行う場合は、その旨を明記すること。



③薬剤防除自然環境等影響調査事業

ア 定点追跡調査

調査定点所在地
薬剤散布地域

薬剤無散布地域

調査内容

(1) 環境条件調査

(2) 自然環境等に及ぼす影響調査

(3) その他

‘「 r 

延岡市熊野江ど宮崎市ーツ葉／

延岡市北川町

事業費 （円） 調査実施者 備

/ 1,337,000 未定

/ 1, 948, 000 未定
( 

（注） 1 調査実施者は、県林業試験場、県00研究所、財団法人00研究所等と具体的に記入すること。

考

特別防除、乳剤

特別防除、乳剤

2 備考欄には、関係する防除方法（特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、マイクロカプセル剤、乳剤等を記入する。

イ簡易調査

（ア）水質調査

市町村名 散布面積 地点数
検体数

特別防除実施地区内 特別防除実施地区下流
事業費 （円） 備考

ha 

（注） 備考欄には、関係する防除方法（特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、事業費の積算過程を記入する。

（イ）気中濃度調査

市町村名 散布面積 地点数 検体数 事業費 （円） 備考

ha 

計

（注） 備考欄には、関係する防除方法（特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、事業費の積算過程を記入する。



r' ‘「様式E ／ 平成23年度森林整備地域活動支援対策事業笠収支予算書

( 1 ） 収入 （単位：円）

予算額

区 分 助国庫金笠補 都負道担府金県 計 備考

(A) (B) (A)+ (B) = (C) 

森林整備地域活動支援対策事業

保安林整備管理事業 ｜／／ 

森林病害虫等防除事業 ／ V2, 142,000 ろ， 143,009v 4,285,000 ／ ／  ．， 
地域森林計画編成事業

林業就業促進資金造成費補助事業

林業・木材産業改善資金造成費補助事業

林業普及指導事業

l口~ 計

，ー． ,-,-~ ' .. , 

予算額 算出基礎（地方自治法施行規則（昭和 22年 5月 3日内務省令第 29号）第 15条の規定に基づく節の区分により記載する。）

区 分
国庫補 都負道府県 言十
助金等 担金 賃金 旅費 委託料

(A) (B) (A)+ (B) = (C) 

森林整備地域活動支援対策事業

保安林整備管理事業

指定・解除

指定施業要件変更

保安林損失補償事業 ／ ｜／ ／ 

森林病害虫等防除事業 1/2, 142,000 
＼， 

4,285,000 ，／ /45,000/ v 12, 000 4,228,000 ／ ~ 
レ， 2, 143, 000 

〆， 

地域森林計画編成事業

林業就業促進資金造成費補助事業

林業・木材産業改善資金造成費補助事業

林業普及指導事業

i口~ 計
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宮崎県知事

22林政政第68 9号

平成23年 4月

自然環境ー課長｜補佐（総括）｜補佐（技術）｜ 担当主幹 i課 員

轡｜謝寄i⑧

林野庁長

平成23年度森林整備地域活動支援対策事業交付金等の割当内示について

平成23年度森林整備地域活動支援対策事業交付金等について、別表のとおり割当

内示をする。

なお、交付金等の交付申請書の提出期限は、平成23年 5月 16・日と定められたの

で、併せて通知する。

初
引
品
切
川
令
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別表

区 分 今回内示額

（項）森林整備・保全費 52 437 

（目）森林整備地域活動支援交付金 31, 138 

（目）保安林整備事業費等補助金 718 

‘w 

／ 

（目）森林病害虫等防除事業費補助金 ／／ /2  142 

（目）森林資源地方公共団体管理費補助金 18,439 

（項）林業振興対策費 14 838 

（目）林業就業促進資金造成費補助 。
（目）林業普及指導事業交付金 11,540 

（目）林業技術者等育成事業費補助金 3,298 

（項）林差物供給等振興対策費 。
（目）林業・木材産業改善資金造成費補助金 。

、， i口b、 言十 .67, 275 

既内示額

。
。
。
。

， ／ 

。
。
。
。
。
。
。
。

宮崎県

（単位－：千円）

内示額計

52,437 

31, 138 

/ 718 

/ 2, 142 

18, 439 

14,838 

。
11, 540 

3,298 

。
。

67;275 

， 

d論
ワ！宅

ヲ宿泊
与， llf~ .. / 
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宮崎県知事殿

22林政政第68 9号

平成23年 4月

自然環境誠同佐（総括）｜補佐（技術）｜ 担当主幹 ｜課 員。Ii1寄｜⑮

林野庁長

平成23年度森林整備地域活動支援対策事業交付金等の割当内示について

平成23年度森林整備地域活動支援対策事業交付金等について、別表のとおり割当

内示をする。

なお、交付金等の交付申請書の提出期限は、平成23年 5月16・日と定められたの

で、併せて通知する。
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別表

宮崎県

（単位：千円）

区 分 今回内示額 既内示額 内示額計

（項）森林整備・保全費 52 437 。 52,437 

（目）森林整備地域活動支援交付金 31, 138 。 31, 138 

（目）保安林整備事業費等補助金 718 。 / 718 

（目）森林病害虫等防除事業費補助金 2, 142 。 / 2, 142 

（目）森林資源地方公共団体管理費補助金 18,439 。 18,439 

（項）林業振興対策費 14,838 。 14,838 

（目）林業就業促進資金造成費補助 。 。 。
（目）林業普及指導事業交付金 11, 540 。 11, 540 

（目）林業技術者等育成事業費補助金 3,298 。 3,298 

（項）林差物供給等振興対策費 。 。 。
（目）林業・木材産業改善資金造成費補助金 。 。 。

ム口、 言十 67,275 。 67,275 
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